
 保育を提供する時間と料金については、次のとおりです。 

（１）２・３号認定 

保育短時間認定に係る保育時間 ８：００～１６：００で保護者が必要とする時間 

「保育短時間」における延長保育料の区分 

延長保育料対象 ８時間程度の保育 延長保育料対象 

７：３０～８：００ ８：００～１６：００ １６：００～１９：００ 

 

（２）２・３号認定 

保育標準時間認定に係る保育時間 ７：３０～１８：３０で保護者が必要とする時間 

「保育標準時間」における延長保育料の区分 

１１時間程度の保育 延長保育料対象 

７：３０～１８：３０ １８：３０～１９：００ 

 

 （３）１号認定 

「教育保育時間」における預かり保育の区分 

預かり保育料対象 ４時間程度の教育 預かり保育料対象 延長保育対象 

７：３０～９：００ ９：００～１３：００ １３：００～１８：３０ １８：３０～１９：００ 

 

（４）延長保育(２・３号認定）に係る料金については３０分毎に３００円とし、月の上限額 

    については下記のとおりです。 

       保育短時間認定 ６，０００円 

       保育標準時間認定 ３，０００円 

（５） 預かり保育（１号認定）の利用料金は１回あたり４５０円とし、月の上限額を１１，３００円とします。 

（６） 休園日（２、３号認定） ― 日曜、祝祭日、年末年始、災害、伝染病発生時等緊急の場合 

休業日（ 1 号 認 定 ） ― 土曜日 

                      夏季休業      ８月８日から８月１６日まで 

                   年末年始休業  １２月２９日から翌年１月３日まで 

                    学年末休業     ３月３０日から３月３１日まで 

                    学年始休業     ４月 １日から４月４日まで 

その他園長が必要と認めた日          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


